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１ 趣旨 

 令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリ

ー法）が制定され、本法第７条を受け、令和２年７月に令和２年度から５年間の国の基本計

画を定めた「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」（読書バリアフ

リー基本計画）が策定された。 

 読書バリアフリー基本計画では、国において図書館サービス人材の育成を行うことして

おり、司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修や、障害当事者でピアサ

ポートができる司書・職員等の育成等に資する研修を行う。 

 

２ 事業の内容 

 司書、司書補、司書教諭、学校司書、職員、ボランティア及び図書館協力者（以下「司書

等」という）が障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支

援機器（拡大読書器、DAISY再生機など）の使用方法に習熟するための研修、障害当事者で

ピアサポートができる司書等の育成や環境の整備に必要な研修等を実施する。 

 研修の企画、講師の依頼、受講者のとりまとめ、研修の実施等の研修の運営に係

る諸事務を行う。詳細は運用指針を参照すること。 

 

３ 事業の委託先 

 都道府県教育委員会、政令指定都市教育委員会、市町村教育委員会、国立大学法人、公立

大学法人及び学校法人及び取組を企画、実施できる団体又は任意団体（以下「教育委員会

等」という）。 

ただし、任意団体の場合は、次の①から④までの要件を全て満たすこととする。 

 ①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること 

 ②団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

 ③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

 ④団体等の本拠としての事務所を有すること 

 

４ 事業の委託期間 

 本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の３月１０日までとする。 



 

５ 委託手続き 

 （１）教育委員会等が業務の委託を受けようとするときは、公募要領に定める様式により

事業計画書等を文部科学省に提出すること。 

 （２）文部科学省は、審査委員会（文部科学省内に設置。）において、教育委員会等が作

成した事業計画書を審査した上で、受託団体を選定し、事業を委託する。なお、必要

に応じて当該計画の見直しを求めることができる。また、審査委員会は必要に応じ、

教育委員会等に対し、調査研究の推進に係る指導・助言等を行うことができる。 

 

６ 委託経費 

 （１）文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費を委託費として支出す

る。詳細は運用指針及び「読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修 経費の

取扱い」等に基づき、適正な執行に努めること。委託費はその額の確定後、教育委員

会等の請求により支払うものとする。但し、教育委員会等が事業の完了前に必要な

経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必要と認める場合には、別途定める方

法により、概算払いすることができる。 

（２）教育委員会等は、事業計画を変更しようとするときは、速やかに文部科学省に報告

し、その指示を受けるものとする。但し、計画書のうち経費のみを変更する場合で、

事業費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が総額の 20％を超えない

場合については、この限りではない。 

 （３）委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を備え、領収書等関

係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度

から５年間保存する。 

 （４）文部科学省は、教育委員会等が本契約の定めに違反したり、委託業務の遂行が困難

であると認めたときは、契約の解除や経費の全部または一部について返還を命じる

ことができる。 

 

７ 再委託 

（１）本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできない。た

だし、本事業のうち再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められ

るものについては、本事業の一部を再委託することができる。 

 （２）再委託を受託する者は、事業を実施するための事業計画書を提出するとともに、事

業の成果等について教育委員会等に報告しなければならない。 

また、教育委員会等は必要に応じ、再委託の受託団体に対して指導助言を行うも

のとする。 

 

８ 事業完了（廃止等）の報告 

 （１）教育委員会等は、本事業が完了した日もしくは廃止又は中止（以下、「廃止等」と

いう。）の承認を受けた日から１０日以内又は契約期間満了日のいずれか早い日ま



 

でに公募要領に定める委託事業完了（廃止等）報告書及び支出を証する書類の写を

文部科学省に提出するものとする。 

 （２）文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記（１）で定める委託事業完了（廃止

等）報告書のほか、事業における取組について事例の提供や、成果の報告等を求める

ことができる。 

 

９ 委託費の額の確定 

 （１）文部科学省は、上記８（１）により提出された委託事業完了（廃止等）報告書につ

いて、検査及び必要に応じて現地検査を行い、その内容が適正であると認めたとき

は、委託費の額を確定し、教育委員会等に対して通知するものとする。 

 （２）上記（１）の確定額は、業務に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とす

る。 

 

10 委託費の支払い 

文部科学省は、上記９による額の確定後、本事業の委託を受けた教育委員会等に委託費

を支払うものとする。ただし、教育委員会等からの要求により、必要があると認められると

きは、会計法第 22 条及び予算決算及び会計令第 58 条第３号に基づく協議を行い調った場

合に限り、委託費の全部又は一部について概算払することができる。 

 

11 委託契約の解除  

文部科学省は、本事業の委託を受けた教育委員会等が委託要項又は委託契約書に違反し

たとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、委託費の全

部又は一部について返還を命じることができる。 

 

12 著作権等 

（１）教育委員会等は，本委託事業により発生した著作権（著作権法（昭和 45年法律第

48号）第 21条から第 28条までに規定するすべての権利を含む。）の権利がある場合

には，本委託事業完了後速やかに文部科学省に帰属させるものとする。なお，研修の

講師の肖像権及び資料の著作権等の利用許諾については，あらかじめ文部科学省と協

議の上，教育委員会等において処理を行うこと。 

（２）教育委員会等が募集要項など本委託事業に関連して作成したパンフレット・チラシ

・資料・報告書等これらに類するものの著作権は，教育委員会等に帰属するものとす

る。    

（３）上記（２）の規定に関わらず，文部科学省が必要と認めた時は，教育委員会等は無

償にて文部科学省が使用することを許諾するものとする。 

 

13 その他 

 （１）文部科学省は、教育委員会等による本事業の実施が当該趣旨に反すると認められる

ときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。 



 

 （２）文部科学省は、委託業務の実施に当たり、教育委員会等の求めに応じて指導・助言

を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。 

 （３）文部科学省は、必要に応じ、この実施事業及び経理処理状況について、実態調査を

行うことができる。 

 （４）教育委員会等は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保

持しなければならないとともに、善良なる管理者の注意をもって取り扱う責任を負

うものとする。 

 （５）この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については別に定

める。 



読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修の実施について（運用指針） 

 

 

令和２年６月２日 

総合教育政策局長決定 

令和３年２月８日 

一 部 改 正 

 

 

１ 趣 旨 

 

   令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリアフリ

ー法）が制定され、本法第７条を受け、令和２年７月に令和２年度から５年間の国の基本計画

を定めた「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」（読書バリアフリー

基本計画）が策定された。 

 読書バリアフリー基本計画では、国において図書館サービス人材の育成を行うことしており、

司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修や、障害当事者でピアサポートが

できる司書・職員等の育成等に資する研修を行う。 

 

２ 運用指針 

（１）講習料は徴収しないこととする。ただし、受講に要する経費（交通費、食費、宿泊

費等）は受講者が負担する。 

 

（２）委託対象経費の支出及び積算 

  ① 契約締結及び支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規程の趣旨に従

い、経費の効率的使用に努めること。 

  ② 諸謝金は、労務等を行った場合に支出する謝礼であること。諸謝金の積算及び支

出に当たっては、【別添】文部科学省諸謝金基準単価を上限の目安とする。 受託

団体が規定等に定める単価など、別に根拠となりうる単価がある場合においては、 

それらを用いて積算及び支出することも可能であるが、事前に文部科学省に協議す

ること。 なお、規定単価が基準単価を下回る場合には、規定単価を適用するこ

と。また、謝金の代替となる金券等の物品による贈与は認められない。 

  ③ 旅費は、会議出席、協力、委員会出席等に必要な金額を計上し、原則として教育

委員会等の旅費規程等により、妥当な旅費を設定すること。なお、旅費の執行で

発生する、マイレージ・ポイント等の取得等の特典を得ることは認められない。 

  ④ 消耗品費は、文具等の購入経費を消費税相当額と併せ計上すること。また、備品

は購入しないこと。なお、物品の購入等の際に発生するポイントの取得等の特典

を得ることは認められない。 

  ⑤ 印刷製本費は、通知文書、会議資料、報告書等の印刷代とすること。 

  ⑥ 通信運搬費は、研修開催等に必要な開催通知郵送、報告書、パンフレットの宅配



等の経費を計上すること。なお、切手等については、受払簿等出入りが適切に管

理できる書類を作成すること。 

⑦ 借損料は、器具機械借料及び損料、会場借料、物品等の使用料及び損料等とす

る。なお、自前の会場等を使用する場合は、委託費から支出できないこととする。 

  ⑧ 会議費は、会議開催等に必要な茶代等の経費とする。原則として文部科学省の会

議費支出基準に準じて計上することとし、社会通念上常識的な範囲とすること。

また、宴会等の誤解を受けやすい形態のもの及び酒類の提供は支出できない。な

お、会議を開催した場合は、会議費等の支出の証拠として議事録（日時、出席者

名を明記したもの）を残しておくこと。 

  ⑨ 保険料は、講師等の演習等における労災保険料とする。 

  ⑩ 人件費は、日々雇用の単純労務にあたる者に対するものとする。ただし、委託期

間の全期間を通じた継続的な作業にあたる者の雇用については委託費から支出で

きないこととする。なお、支出にあたっては、出勤簿、人件費支給明細書及び領

収書等の関係書類を作成すること。また、社会保険料や雇用保険料、年金保険

料、児童手当等が発生する「長期雇用形態」による人件費は認められない。 

⑪ 雑役務費は、データ入力、発送業務等、研修に要する業務の一部について、専門

業者等に請け負わせる経費とする。また、謝金等を支払う際の銀行振込手数料も対

象とする。 

  ⑫ 事業に係る収入及び支出を記載した帳簿等を備えるとともに、領収書関係書類を

整理し、常に経理の状況を明確にしておくこと。 

  ⑬ 事業実施による成果物（冊子、報告書等）は、文部科学省担当課に二部提出する

こと。  

上記のほか、詳細については「読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修 経費の

取扱い」を参照すること。 

 

（３）個人情報の取扱い 

事業の委託を受けた教育委員会等は、本事業の実施によって入手した個人情報につ

いて、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 

 

（４）危険負担等 

① 委託事業の実施に関して生じた損害は、教育委員会等の負担とする。ただし、教

育委員会等の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。 

② 委託事業の実施にあたり教育委員会等が故意又は過失によって第三者に損害を与

えたときは、その賠償の責を負うものとする。 

 

 ３ そ の 他                      

（１）研修期間                                                          

     １～３日間程度とする。 

  

（２）研修テーマ 

研修計画の策定及びその実施に当たっては、国の「視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に係る関係者協議会」での議論等を参考とし、社会の変化に的確



に対応した内容とすること。 

  ①以下のテーマは必ず研修内容に盛り込むこと。（必須） 

・アクセシブルな書籍・電子書籍、読書困難者のための読書支援機器・設備の理解 

・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律及び基本計画の概要 

・公共図書館、点字図書館、サピエ図書館、国立国会図書館の機能及び連携 

 

  ②①以外に本研修に盛り込むことが適当と思われるテーマ（任意） 

・視覚障害を持つ利用者や外出困難者が図書館を利用する際の障害 

・視覚障害等のある子供が、生涯学習の場である図書館の利用について学ぶ機

会を設けることの重要性 

・先進事例について（施設設備、アクセシブルな書籍・電子書籍等の紹介コーナ

ー、読書支援機器、点字による表示、インターネットを活用した広報・情報

提供体制等） 

・読書支援機器の使用方法 

・点訳、朗読、テキストデータ化、データ編集等に関する、製作基準や製作手

法の習得 

 

なお、障害当事者でピアサポートができる司書等のための研修にあっては上記①、

②に関わらず任意のテーマを設けることができる。 

 

（３）研修方法（例） 

① 講義：研修テーマを踏まえ、体系的な内容構成となるよう留意する。 

  ② 演習：視覚障害者等とのコミュニケーションを想定し、技術の修得に役立つよう

なワークショップを取り入れた方法を活用する。レファレンスサービスや情報検索

に関する演習のほか、グループによる討論等の実習とすることも考えられる。 

③ 施設見学：点字図書館のほか、研修テーマに関係する各種施設、機関の見学を行

う。研修効果を高めるために、見学の前後に、見学の目的や活動の実際について意

見交換の時間を設けることが望ましい。 

 

（４）受講対象者 

実施者ごとに以下のとおりとする。なお、下記対象者を網羅せず対象を限定した研修

を行う場合はその理由・効果を企画提案書に明記すること。 

 

【都道府県・都道府県教育委員会】 

 都道府県立図書館司書・司書補及び職員、市町村立図書館司書・司書補及び職員、

点字図書館等関係福祉施設職員、図書館協力者、図書館ボランティア、学校図書館

関係者（司書教諭・学校司書等） 

 

【市町村・市町村教育委員会】 

市町村立図書館司書・司書補及び職員、図書館協力者、図書館ボランティア、学校図



書館関係者（司書教諭・学校司書等） 

【団体等】 

 都道府県立図書館司書・司書補及び職員、市町村立図書館司書・司書補及び職員、 

点字図書館等関係福祉施設職員、障害当事者で ピアサポートができる司書・司書補

及び職員、学校図書館関係者（司書教諭・学校司書等） 

 

（５）受講後アンケート 

受講者に対し、研修内容習得に関するアンケート等を実施し、集計結果を事業精算時

に文部科学省へ提出すること。アンケート内容は研修テーマに沿って、研修実施前、研修

実施後の変化を測るものとすること。 

 

（６）感染症対策 

  実施に当たっては、地域の実情に応じて適切に新型コロナウイルス感染症対策を講

じること。 

 



令和４年度「読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修」 

公募要領 

 

１．事業の趣旨 

   

   令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書バリア

フリー法）が制定され、本法第７条を受け、令和２年７月に令和２年度から５年間の国

の基本計画を定めた「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」（読

書バリアフリー基本計画）が策定された。 

  読書バリアフリー基本計画では、国において図書館サービス人材の育成を行うことし

ており、司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修や、障害当事者で

ピアサポートができる司書・職員等の育成等に資する研修を行う。 

 

２．事業の内容 

司書、司書補、司書教諭、学校司書、職員、ボランティア及び図書館協力者（以下「司

書等」という）が障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、

読書支援機器（拡大読書器、DAISY 再生機など）の使用方法に習熟するための研修、障

害当事者でピアサポートができる司書等の育成や環境の整備のために必要な研修等を実

施する。 

研修の企画、講師の依頼、受講者のとりまとめ、研修の実施等の研修の運営に係る諸

事務を行う。詳細は運用指針を参照すること。 

 

３．事業の委託先 

 都道府県教育委員会、政令指定都市教育委員会、市町村教育委員会、国立大学法人、

公立大学法人及び学校法人及び取組を企画、実施できる団体又は任意団体（以下「教育

委員会等」という）。 

ただし、任意団体の場合は、次の①から④までの要件を全て満たすこととする。 

 ①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること 

  ②団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

  ③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

  ④団体等の本拠としての事務所を有すること 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者

でないこと。 

 

５．事業期間、事業規模、採択予定件数 



 

事業期間：契約締結日～令和５年３月１０日 

事業規模：１件当たり９２０千円程度 

採 択 数：２件（予定） 

  なお、各事業の採択数は予定であり、審査委員会において決定するものとする。 

 

６．選定方法及び選定結果の通知 

 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法ついては

別添「審査基準」のとおり。選定終了後、３０日以内にすべての提案者に選定結果を通

知する。 

 

７．企画提案書（事業計画申請書等）の提出方法等 

（１）提出書類 

  ①企画提案書（事業計画申請書等） 

  ②審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等を受

けている場合はその写し 

  ③誓約書 

   なお、地方公共団体は②、③の提出不要。国立大学法人、公立大学法人は③の提出

は不要 

（２）提出様式 

企画提案書は、様式１～４及び９の事業計画申請書等によって代えることとする。 

様式は全てＡ４縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー

等の判読しやすいもので作成すること。 

（３）提出方法 

書類は、以下の通り、提出すること。 

・電子メールにファイルを添付の上、送信すること。 

・メールの件名は「【機関名】読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修計画書

提出」とすること。 

・ファイルを含めメールの容量が２５MB を超える場合は、メールを分割し、件名に通

し番号を付して送信すること。 

・メール送信上の事故（未達等）について、当方は一切の責任を負わない。 

・メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、１日を

過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて以下（４）②「本件担当」ま

で照会すること。 

 （４）提出先 

①電子メール 

tosyo@mext.go.jp 

②本件担当 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目２－２ 

   文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

図書館・学校図書館振興室図書館振興係（宛） 



 

    TEL:03-5253-4111(内線３４８４) 

  

（５）提出締切 

令和４年３月８日（火）１７時 

（６）その他 

・企画提案書の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。

また、提出された企画提案書については、返却しない。 

・不明な点がある場合はメールもしくは電話にて（４）②「本件担当」へ問い合わせ

ること。なお、公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるよ

うな質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて

公開している本件の公募情報に開示する。 

・提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは一切認めな

い。 

 

８．誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当し

ない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業

務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出しなけれ

ばならない。 

（２）前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反すること

となったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

（３）前２項は、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人には適用しない。 

（４）審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における

認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写

しを提出すること。 

 

９．契約締結に関する取り決め 

（１）契約額の決定方法について 

 採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額

については国が企画提案書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として

認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられ

た経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格と

は必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の

条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなる

のでその点についても承知しておくこと。 

（２）契約締結前の執行について 

     国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないた

め、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業

に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費につい

ても国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後



 

は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託先する

場合はその再委託先にも伝えておくこと。 

 ※〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

     選定の結果、契約予定者となった場合には、契約締結のため、遅滞なく以下の書類

の提出を求めることから、事前に準備しておくこと。 

     なお、再委託先がある場合には、再委託先にも周知しておくこと。 

・事業計画書（審査委員から意見が提示された場合には、その指摘事項を反映し

た事業計画書の再提出を求める。） 

・委託経費総括表、委託対象経費内訳 

（再委託の場合、加えて再委託経費総括表、再委託対象経費内訳） 

        ・委託業務経費（再委託に係るものを含む。）の積算根拠資料（謝金単価表、旅

費支給規定など） 

        ・別紙（銀行口座情報） 

 

１０．スケジュール 

①公募開始：令和４年２月１５日（火） 

②公募締切：令和４年３月８日（火）１７時 

③審  査：令和４年３月上旬から中旬 

④結果通知：令和４年３月下旬 

⑤契約締結：令和４年４月１日以降 

⑥契約期間：契約締結日から令和５年３月１０日（金）まで 

 

１１．委託事業完了（廃止等）報告について 

（１）本事業の委託を受けた教育委員会等は、事業を完了したとき、廃止又は中止（以下、

「廃止等」という。）の承認を受けたときは、様式５～９により、事業完了（廃止等）

報告書、事業実施報告書、収支決算書、支出を証する書類の写し、第三者への再委託

がある場合には再委託事業実施報告書、収支決算書（再委託先用）を、事業終了後１

０日を経過した日又は令和５年３月１０日のいずれか早い期日までに、文部科学省に

提出するものとする。 

（２）文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記（1）で定める事業完了（廃止等）報

告書のほか、事業における取組について事例の提供や、成果の報告等を求めることが

できる。 

 

１２．その他 

（１）事業実施にあたっては、契約書及び企画提案書等を遵守すること。また、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した

事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場

合には速やかに発注者に届け出ること。 

（２）その他、事業に係る事項については、委託要項等によるものとする。 

（３）本企画公募は、令和４年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況



 

によっては、事業規模、スケジュール等を変更する場合がある。 



 

令和４年度「読書バリアフリーに向けた図書館サービス研修」審査基準 
 

１ 採択案件の決定方法 

提案された企画提案書に基づき審査を行い、各評価項目の得点合計が高いものを採択

案件に決定する。 

なお、審査の結果、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価を除く１１評価

項目の得点合計が２２点以上（１項目の得点平均が２点以上）の企画提案書を採択の対

象とする。 

 

２ 審査方法 

企画提案書に基づき、文部科学省に設置された「事業審査委員会」において書類選考

よる審査を実施する。また、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の

提出等を求めることもある。 

 

３ 評価項目 

（１）事業実施主体に関する評価 

①事業の目的を達成するために必要な人員・組織体制が整っていること。 

②事業の趣旨に基づき、関係団体や有識者等と必要な連携が取れる体制が 

整っていること。 

     ③業務管理を適切に遂行できる体制・マネジメント力を有していること。 

     ④本事業を担当する組織・チーム、メンバー及び本事業の遂行に必要な技術・

ノウハウ・実績が具体的に示されていて、かつそれが本事業を遂行するうえ

で妥当な体制となっていること。 

（２）事業内容に関する評価 

   ①事業の目的・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。 

②事業実施による成果に基づき、継続性や発展性が期待できること。 

③事業実施により波及効果が見込めること。 

④事業の趣旨に対して過大な予算規模となっていないこと。 

⑤企画提案を踏まえて妥当な経費を計上した予算が組まれていること。 

⑥事業成果を効果的に分析・普及する取組が示されていること。 

⑦事業の主要な業務を競争参加者が実施する計画となっていて、再委託先等に

任せ過ぎていないこと。 

（３）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価 

     ①ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画

局長の認定等相当確認を有していること。 

 

４ 評価方法 

評価は、企画提案ごとにそれぞれ「絶対評価」にて行うものとする。３（１）（２）に

かかる評価は各評価項目について次の評価基準による段階評価とし、３（３）にかかる

評価は別表のとおり決定する。 

技術審査委員会の各委員が評価した結果の平均を各評価項目の得点とし、その合計を

該当提案者の得点とする。 

〔評価基準〕 

大変優れている＝５点 優れている＝４点 適当＝３点 

やや劣っている＝２点 劣っている＝１点 

 



 

〔別表：評価基準〕 

評価項

目 
点数 

評価基準 

大変優れている 優れている 普 通 
やや劣ってい

る 
劣っている 

（１）

① 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（１）

② 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（１）

③ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（１）

④ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

① 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

② 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

③ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

④ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

⑤ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

⑥ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（２）

⑦ 
５ ５ ４ ３ ２ １ 

（３）

① 
２．６ 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に

基づく認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定） 

 ・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１点 

 ・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１．５ 

  点 

 ・認定段階３＝２点 

 ・プラチナえるぼし認定＝２．６点 

 ・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの）

に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）

＝０．５点 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企

業・プラチナ認定企業） 

 ・旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２

９年厚生労働省令第３１号）による改正前の認定基準又は同附則第２

条第３項の規定による経過措置により認定）＝１点 

 ・新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２

９年厚生労働省令第３１号）による改正後の認定基準により認定）＝

１．２点 

 ・プラチナくるみん認定＝１．５点 



 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

 ・ユースエール認定＝１点 

○上記に該当する認定等を有しない＝０点 

 ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人につ

いては、相当する各認定等に準じて評価する。 
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